
 

第１号様式（日本産業規格Ａ列４番） 

 

移動等円滑化取組計画書 

 

  

                 2026年 6月 30日 

  

住  所  福岡県中間市鍋山町 1番 6号 

 

事業者名  筑豊電気鉄道株式会社 

代表者名  代表取締役社長 青木 忠司 

 

 

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第９条の４の規定に基づき、次

のとおり提出します。 

 

Ⅰ 現状の課題及び中期的な対応方針 

（1） 旅客施設及び車両等の整備に関する事項 

バリアフリー法に基づく駅の転落防止措置に向けて、計２駅で内方線付き点状

ブロックを敷設する。 

（2）旅客支援、情報提供、教育訓練等に関する事項 

   全乗務員が乗降介助、誘導案内等の乗降補助サービスの提供ができるよう教育

訓練を継続的に実施するとともに、乗り方教室や駅での広告等により取組の周

知を行う。 

 

Ⅱ 移動等円滑化に関する措置 

① 旅客施設及び車両等を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置 

対象となる旅客施

設及び車両等 

計 画 内 容 

（計画対象期間及び事業の主な内容） 

森下駅 

東中間駅 

内方線付き点状ブロックを敷設する。（2025年～2026年度） 

  

② 旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項

の主務省令で定める基準を遵守するために必要な措置 

対  策 
計 画 内 容 

（計画対象期間及び事業の主な内容） 

車椅子スロープを

使用した役務の教

育訓練 

駅ホームにおいて、車椅子のお客様のお手伝いができるよう、乗

務員に対して車椅子スロープを使用した役務の提供の教育訓練

を行う。 

  



 

③ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降につい

ての介助、旅客施設における誘導その他の支援 

対  策 
計 画 内 容 

（計画対象期間及び事業の主な内容） 

乗降補助サービス

の提供 

全駅において、乗務員が中心となって乗降介助、誘導案内等の乗

降補助サービスを提供する。 

  

④ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供 

対  策 
計 画 内 容 

（計画対象期間及び事業の主な内容） 

電車の乗り方教室

での情報提供 

 

北九州市と共同で定期的に開催する高齢者等を対象とした乗り

方教室において、当社の旅客施設・車両のバリアフリー情報や乗

降介助、誘導案内等の乗降補助サービスについての取組を情報提

供する。 

 

 ⑤ 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練 

対  策 
計 画 内 容 

（計画対象期間及び事業の主な内容） 

障害者が参画する

研修の実施 

 

乗務員への教育訓

練 

・障害をお持ちの方による共生社会の実現の意義等を題材とし

た対話を全乗務員に受講させる。（2025年度～2026年度） 

・全駅で乗降補助サービスに対応できるよう、乗務員に対する

定期訓練において乗降介助、旅客施設における誘導等の教育訓

練を行う。 

 

⑥ 高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正

な配慮についての旅客施設及び車両等の利用者に対する広報活動及び啓発活動 

対  策 
計 画 内 容 

（計画対象期間及び事業の主な内容） 

・「声かけ・サポー

ト］運動強化キャン

ペーンの取組み 

・「声かけ・サポート運動」のポスターを掲示し、社員からの積

極的なお声かけに加え、周囲のお客さまからもお声かけにご協力

を呼びかける。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅲ 移動等円滑化の促進のためⅡと併せて講ずべき措置 

・障害者団体との間で鉄道の利用に関する意見交換を年に 1回開催し、移動等円滑化

の推進に向けた課題を把握し、今後の取組の改善に繋げる。 

・キャンペーン期間経過後も駅構内での「声かけ・サポート運動」のポスター掲示を

継続し、社員からの積極的なお声かけに加え周囲のお客様からもお声かけにご協力を

呼びかける。 

 

Ⅳ 前年度計画書からの変更内容 

対象となる旅客施設

及び車両等又は対策 
変 更 内 容 理  由 

 

 

  

 

Ⅴ 計画書の公表方法 

当社ホームページにて公表 

 

 

  

Ⅵ その他計画に関連する事項 

 

 

 

  

 

  注１ Ⅳには、Ⅱについて前年度と比較して記入すること。なお、該当する対策が複

数になる場合には、新たに欄を設けて記入すること。 

   ２ Ⅴには、本計画書の公表方法（インターネットの利用等）について記入するこ

と。 

３ Ⅵには、Ⅱの欄に記入した計画に関連する計画（事業者全体に関連するプロジ

ェクト、経営計画等）がある場合には、必要に応じ、その計画内容及び計画にお

ける当該事業者の位置付け等について記入すること。 

 



　　④　高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

電車の乗り方教
室での情報提供

・北九州市と共同で定期的に開催する高齢者を対象とした
乗り方教室において、当社の旅客施設・車両のバリアフ
リー情報や乗降介助、誘導案内等の乗降補助サービスにつ
いての取組みを情報提供する。

北九州市主催の乗り
方教室が実施されず
実績なし。

　　③　高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降について
        の介助、旅客施設における誘導その他の支援

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

乗降補助サービ
スの提供

・全駅において、乗務員が中心となって乗降介助、誘導案
内等の乗降補助サービスを提供する。

全駅で実施。

　　②　鉄道駅を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務省令で定
        める基準を遵守するために必要な措置

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

車椅子スロープ
を使用した役務
の教育訓練

駅ホームにおいて、車椅子のお客様のお手伝いができるよ
う、乗務員に対して車椅子スロープを使用した役務の提供
の教育訓練を行う。

新入社員初任教育に
おいて実施。

対象となる鉄道
駅

現行計画の内容
（計画対象期間及び事業の主な内容）

前年度の実施状況

森下駅
東中間駅

内方線付き点状ブロックを敷設する。
（2025年～2026年度）

実績なし。

　　①　鉄道駅を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置

第２号様式（日本産業規格Ａ列４番）

移動等円滑化取組報告書（鉄道駅）

（令和７年度）

　　 住　　所　福岡県中間市鍋山町1番6号
　　　　　　　 
　 　事業者名　筑豊電気鉄道株式会社　
　　 代表者名　代表取締役社長　青木　忠司　　　　

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第９条の５の規定に基づき、次のとおり報告します。

Ⅰ　前年度の移動等円滑化取組計画書の内容の実施状況

　（１）移動等円滑化に関する措置の実施状況



　　⑥　高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正
        な配慮についての鉄道駅の利用者に対する広報活動及び啓発活動

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

「声かけ・サ
ポート］運動強
化キャンペーン

の取組み

「声かけ・サポート運動」のポスターを掲示し、社員から
の積極的なお声かけに加え、周囲のお客さまからもお声か
けにご協力を呼びかける。

全駅で実施。

　　⑤　移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

障害者が参画す
る研修の実施

乗務員への教育

・障害をお持ちの方による共生社会の実現の意義等を題材
とした対話を全乗務員に受講させる。（2025年度～2026
年度）
・全駅で乗降補助サービスに対応できるよう、乗務員に対
する定期訓練において乗降介助、旅客施設における誘導等
の教育訓練を行う。

2026年2月に一部乗務
員に対し実施。



　（３）報告書の公表方法

　（２）移動等円滑化の促進を達成するために（１）と併せて講ずべき措置の実施状況
・障害者団体との間で鉄道の利用に関する意見交換を2026年2月に開催し、移動等円滑化の推進に
向けた課題を抽出。今後の取組の改善に繋げることができ、有意義な意見交換会となった。

・駅構内での「声かけ・サポート運動」のポスター掲示し意見交換で学んだ声かけ方法やサポー
ト方法を活用し、社員からの積極的なお声かけができ、周囲のお客様からもお声かけにご協力を
呼びかけることができた。

自社ホームページ

　（４）その他



第2号様式（日本工業規格A列4番）
移動等円滑化取組報告書（鉄道駅）

（令和7年度）

福岡県中間市鍋山町1番6号
筑豊電気鉄道株式会社
代表取締役社長 青木　忠司

Ⅰ．鉄道駅の移動等円滑化の達成状況（鉄道駅ごとに記入）

（令和8年3月31日現在）

鉄道事業
者名

共
用
駅

プ ラ ッ ト
ホ ー ム の

数

段差が解
消 さ れ て
い る プ
ラ ッ ト
ホームの

数

都 道 府
県

23区・郡
・市

町・村
・区

筑豊電気
鉄道株式
会社

黒崎駅前 駅 筑豊電気鉄道 線 福岡県 北九州 八幡西 7,340 人 ○ ○ 3 3 基 基 基 箇所 ○ － － ×

筑豊電気
鉄道株式
会社

西黒崎 駅 筑豊電気鉄道 線 福岡県 北九州 八幡西 0 人 ○ 2 基 基 基 2 箇所 － － －

筑豊電気
鉄道株式
会社

熊西 駅 筑豊電気鉄道 線 福岡県 北九州 八幡西 509 人 ○ 2 基 基 基 箇所 ○ － － －

筑豊電気
鉄道株式
会社

萩原 駅 筑豊電気鉄道 線 福岡県 北九州 八幡西 886 人 ○ 2 基 基 基 2 箇所 ○ － － －

筑豊電気
鉄道株式
会社

穴生 駅 筑豊電気鉄道 線 福岡県 北九州 八幡西 1,136 人 ○ ○ 2 2 2 (2) 基 基 基 箇所 ○ × － － ○

筑豊電気
鉄道株式
会社

森下 駅 筑豊電気鉄道 線 福岡県 北九州 八幡西 480 人 ○ 2 基 基 基 2 箇所 － － －

筑豊電気
鉄道株式
会社

今池 駅 筑豊電気鉄道 線 福岡県 北九州 八幡西 1,533 人 ○ 2 1 基 基 基 2 (1) 箇所 ○ － － －

筑豊電気
鉄道株式
会社

永犬丸 駅 筑豊電気鉄道 線 福岡県 北九州 八幡西 1,117 人 ○ 2 基 基 基 2 箇所 － － －

筑豊電気
鉄道株式
会社

三ヶ森 駅 筑豊電気鉄道 線 福岡県 北九州 八幡西 1,989 人 ○ 2 基 基 基 2 箇所 － － － ○

筑豊電気
鉄道株式
会社

西山 駅 筑豊電気鉄道 線 福岡県 北九州 八幡西 303 人 ○ 2 基 基 基 2 箇所 ○ － － －

筑豊電気
鉄道株式
会社

通谷 駅 筑豊電気鉄道 線 福岡県 中間 1,300 人 ○ 2 1 基 基 基 2 (1) 箇所 － － －

筑豊電気
鉄道株式
会社

東中間 駅 筑豊電気鉄道 線 福岡県 中間 553 人 ○ 2 基 基 基 2 箇所 － － －

筑豊電気
鉄道株式
会社

筑豊中間 駅 筑豊電気鉄道 線 福岡県 中間 738 人 ○ 2 基 基 基 箇所 ○ － － －

筑豊電気
鉄道株式
会社

希望が丘
高校前

駅 筑豊電気鉄道 線 福岡県 中間 714 人 ○ 2 基 基 基 2 箇所 ○ － － －

筑豊電気
鉄道株式
会社

筑豊香月 駅 筑豊電気鉄道 線 福岡県 北九州 八幡西 463 人 ○ 2 基 基 基 2 箇所 ○ － － －

筑豊電気
鉄道株式
会社

楠橋 駅 筑豊電気鉄道 線 福岡県 北九州 八幡西 419 人 ○ 2 基 基 基 2 箇所 ○ － － －

筑豊電気
鉄道株式
会社

新木屋瀬 駅 筑豊電気鉄道 線 福岡県 北九州 八幡西 238 人 ○ ○ 2 2 基 基 基 2 (2) 箇所 － － －

筑豊電気
鉄道株式
会社

木屋瀬 駅 筑豊電気鉄道 線 福岡県 北九州 八幡西 673 人 ○ 2 1 基 基 基 2 箇所 － － －

筑豊電気
鉄道株式
会社

遠賀野 駅 筑豊電気鉄道 線 福岡県 直方 322 人 ○ 2 基 基 基 2 箇所 ○ － － －

筑豊電気
鉄道株式
会社

感田 駅 筑豊電気鉄道 線 福岡県 直方 296 人 ○ 2 基 基 基 2 箇所 ○ － － －

筑豊電気
鉄道株式
会社

筑豊直方 駅 筑豊電気鉄道 線 福岡県 直方 819 人 ○ 2 基 基 基 箇所 － － － ○

（合計） 1 1 駅 0 0 駅 0 駅 16 3 駅
21 駅 21 駅 0 駅 3 駅 43 10 2 (2) 基 0 0 基 0 基 32 (4) 箇所 12 駅 0 駅 0 駅 0 駅 0 駅 0 駅 3 駅

鉄 道 駅 の
名 称

路 線 名 所在都道府
県市町村

一 日 当 た り
の 利 用 者 数

有 人 駅 、
無 人 駅 の

別

住 所
事 業 者 名
代 表 者 名

障 害 者対
応 型 便所
の 設 置の
有 無

公 共 交 通
移 動 等 円
滑 化 基 準
省 令 適 合
の 有 無

段 差 への
対 応

エ レ ベ ー
タ ー の 設 置
基 数

エ ス カ レ ー
タ ー の 設 置
基 数

そ の 他 の
昇 降 機 の
設 置 基 数

傾 斜 路 の
設 置 箇 所

数

視覚障害
者誘導用
ブ ロ ッ ク
の設置の
有 無

案 内 設備
の 設 置の
有 無

障 害 者対
応 型 改札
口 の 設置
の 有 無

障 害 者 対
応 型 券 売
機 の 設 置
の 有 無

車いす使
用者の円
滑な乗降
が可能な
プラット

ホームの
数

転落防止
の た めの
設備の設
置の有無



〇

Ⅲ　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第６条の２で定める要件に関する事項

（１）過去３年度における１日当たりの平均利用者数が３万人以上の鉄道駅を設置又は管理してい
　　　る。

（２）過去３年度における１日当たりの平均利用者数が3000人以上３万人未満の鉄道駅を設置又は
　　　管理していて、かつ、以下のいずれかに該当する。
　　　①中小企業者でない。
　　　②大企業者である公共交通事業者等が自社の株式を50％以上所有しているか、又は自社に対
　　　　し50％以上出資している中小企業者である。

　 　事業者名　筑豊電気鉄道株式会社　
　　 代表者名　代表取締役社長　青木　忠司　　　　　　

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第９条の５の規定に基づき、次のとおり報告します。

　　　　　　　 

第２号様式（日本産業規格Ａ列４番）

移動等円滑化取組報告書（鉄道駅）

（令和７年度）

　　 住　　所　福岡県中間市鍋山町1番6号



対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

車椅子スロープ
を使用した役務
の教育訓練

　　①　鉄道車両を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置

第３号様式（日本産業規格Ａ列４番）

移動等円滑化取組報告書（鉄道車両）

（令和７年度）

　　 住　　所　福岡県中間市鍋山町1番6号
　　　　　　　 
　 　事業者名　筑豊電気鉄道株式会社　
　　 代表者名　代表取締役社長　青木　忠司　　　　　　　

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第９条の５の規定に基づき、次のとおり報告します。

対象となる鉄道
車両

現行計画の内容
（計画対象期間及び事業の主な内容）

前年度の実施状況

普通鉄道旅客車
直流電流
（DC:600V連接
車）

特にございません 特にございません

　　②　鉄道車両を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務省令で
      定める基準を遵守するために必要な措置

Ⅰ　前年度の移動等円滑化取組計画書の内容の実施状況

　（１）移動等円滑化に関する措置の実施状況

駅ホームにおいて、車椅子のお客様のお手伝いができるよ
う、乗務員に対して車椅子スロープを使用した役務の提供
の教育訓練を行う。

新入社員初任教育にお
いて実施。

　　④　高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

・全駅において、乗務員が中心となって乗降介助、誘導案
内等の乗降補助サービスを提供する。

全駅で実施した。

電車の乗り方教
室での情報提供

・北九州市と共同で定期的に開催する高齢者を対象とした
乗り方教室において、当社の旅客施設・車両のバリアフ
リー情報や乗降介助、誘導案内等の乗降補助サービスにつ
いての取組みを情報提供する。

北九州市主催の乗り方
教室が実施されず実績
なし。

　　③　高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介
        助、旅客施設における誘導その他の支援

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

乗降補助サービ
スの提供



　（３）報告書の公表方法

　（４）その他

　（２）移動等円滑化の促進を達成するために（１）と併せて講ずべき措置の実施状況
・障害者団体との間で鉄道の利用に関する意見交換を2026年2月に開催し、移動等円滑化の推進に向
けた課題を抽出。今後の取組の改善に繋げることができ、有意義な意見交換会となった。

・視覚障害のある方を楠橋車庫に招き、実車両を用いた座席やIC機器等の配置を確認する体験会を
実施した。

・駅構内での「声かけ・サポート運動」のポスター掲示し意見交換で学んだ声かけ方法やサポート
方法を活用し、社員からの積極的なお声かけができ、周囲のお客様からもお声かけにご協力を呼び
かけることができた。

自社ホームページ

　　⑤　移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

対　策

「声かけ・サ
ポート］運動強
化キャンペーン

の取組み

「声かけ・サポート運動」のポスターを掲示し、社員から
の積極的なお声かけに加え、周囲のお客さまからもお声か
けにご協力を呼びかける。

全駅で実施した。

現行計画の内容
（計画対象期間及び事業の主な内容）

前年度の実施状況

障害者が参画す
る研修の実施

乗務員への教育
訓練

・障害をお持ちの方による共生社会の実現の意義等を題材
とした対話を全乗務員に受講させる。（2025年度～2026年
度）
・全駅で乗降補助サービスに対応できるよう、乗務員に対
する定期訓練において乗降介助、旅客施設における誘導等
の教育訓練を行う。

2026年2月に一部乗務員
に対し実施した。

　　⑥　高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配
         慮についての鉄道車両の利用者に対する広報活動及び啓発活動

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況



（令和７年度）

Ⅱ．鉄道車両の移動等円滑化の達成状況

（令和８年３月31日現在）

鉄道の種類

普通鉄道（その他） 13

22
編成
（両）

0

0
編成
（両）

8 編成 0 編成 - 編成 0 編成 4 編成

（合計）
13

22
編成
（両）

0

0
編成
（両）

8 編成 0 編成 0 編成 0 編成 4 編成

事業の用に供し
ている編成数

（両）

公共交通移動等円
滑化基準省令に
適合した編成数

（両）

車椅子スペースの
数が公共交通移
動等円滑化基準
省令の規定を満
たしている編成数

便所のある編成
数

便所のある編成
の

うち車いす対応型
便所のある編成

数

案内装置のある
編成数

車両間転落防止
設備のある編成

数



〇

Ⅲ　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第６条の２で定める要件に関する事項

（１）過去３年度における１年度当たりの平均の輸送人員が1000万人以上である。

（２）過去３年度における１年度当たりの平均の輸送人員が100万人以上1000万人未満であり、か
　　　つ、以下のいずれかに該当する。
　　　①中小企業者でない。
  　　②大企業者である公共交通事業者等が自社の株式を50％以上所有しているか、又は自社に対
　　　　し50％以上出資している中小企業者である。


